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          News and topics

          かなとよマリンからのお知らせ

        

        
          
        

        お知らせの一覧はこちら »
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          かなとよマリンからオススメ情報
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        Lease Plan

        リースプランのご紹介

      

      ボート購入にもリースプランがあることをご存知でしたか？

      かなとよマリンでボートをお買い求め頂く際には、通常のご購入方法の他に自動車では一般的な「リースプラン」をご利用いただけます。リースプランは特に法人のお客様にオススメしたいプランです。使用する法人の業種、経営内容により異なりますが、会社の厚生施設や業務用にご利用の場合、リース料が経費でおとせます。

      リースプランの詳細はこちら »

    

  
   
  
  
  
    
      
        Boat License

        ボート免許

      

      ボートを操縦したい！その願い、一緒に叶えましょう！

      ボート免許は正式には「小型船舶操縦士免許」といい、国土交通大臣が発行する国家資格です。免許は全部で4種類。その種類によって操縦できる船の大きさや航行区域が決まっており、あなたのマリンレジャースタイルに合わせた取得が可能です。ここでは、海上にて船の操縦が可能な2つの免許をご紹介します。
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            １級小型船舶免許

            100海里「海の最上級免許」
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            ２級小型船舶免許

            5海里「海の普通免許」
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            １級へステップアップ

            航行区域を拡げて外洋へ！
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            特殊小型船舶免許

            2海里 水上バイク専用免許
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            小型船舶免許の更新・失効

            免許の有効期限は大丈夫ですか？

          

           


    

  
   
  
  
  
    
      
        Office information

        会社案内

      

      
         
          
          
          
            
          

          
           
          
        

        
          本社

          横浜市神奈川区浦島丘3番地30  0120-211-261 FAX. 045-423-2613 9：00～17：30 月曜日、祝日定休
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